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　自死予防週間とは、一人ひとりが自死について理解や関心を高め、心の健康や命の大切さについ
て考えるための週間です。
　自死の多くは追い込まれた末に起きるものであり、誰にでも起こり得る身近な問題です。悩みを
ひとりで抱え込まず、まずは信頼できる人や専門機関に相談してみませんか？
　心の病気は、自分では症状に気づきにくいのも大きな特徴です。気分が沈む、何をするにも元気
が出ない、イライラする、怒りっぽい、理由もなく不安になる、食欲がない、なかなか寝付けな
い、熟睡できない等の症状が続く場合には、早めに専門機関へ相談することが大切です。身近な人
が悩んでいることに気づいた時には、早めに声をかけてみましょう。

大切な家族を自死で突然失う衝撃、誰
にも話せないその辛さなどを遺族だ
けで語り合う集いを開催しています。
どうか一人で苦しまないでください。
◆会場・日程
　松江：いきいきプラザ島根
　・10月7日（土）
　・12月16日（土）
　・R6年2月10日（土）
　出雲：出雲市社会福祉センター
　・9月30日（土）
　出雲：出雲市民会館
　・11月11日（土）
　・R6年1月13日（土）
　・R6年3月9日（土）
◆お問合せ先
　電話 090-4692-5960（桑原）
　24時間電話相談もしています

　自死予防週間とは、一人ひとりが自死について理解や関心を高め、心の健康や命の大切さについ

9月10日～9月16日は「自死予防週間」です

～ 一緒に考える相談先があります ～

相談窓口 電　話 受付時間・開催日時等

島根いのちの電話
（0852）
26-7575

月～金曜
9:00～22:00
土曜9:00
　～翌日曜 22:00
（年中無休）

臨床心理士による
こころの健康相談

◆要予約
（0854）
54-2781

毎月第1月曜（原則）
14:00～15:00
役場仁多庁舎

こころの健康＆
もの忘れ相談

精神科医師による
巡回相談

◆要予約
（0854）
42-9642

毎月第1水曜日
又は第3火曜日
13:00～15:00
雲南保健所
10月17日（火）
農村婦人の家
12月19日（火）
奥出雲健康センター

　子
ど
も
を
め
ぐ
る
様
々
な
人
権
問
題
の
解
決
を
図
る
た
め
、
松
江
地
方
法
務

局
と
島
根
県
人
権
擁
護
委
員
連
合
会
で
は
い
つ
も
よ
り
相
談
時
間
を
延
長
し
て

全
国
一
斉
に
電
話
相
談
を
受
け
付
け
ま
す
。

　い
じ
め
や
学
校
、
家
族
の
こ
と
な
ど
普
段
の
生
活
の
中
で
悩
み
の
あ
る
人

は
、
お
気
軽
に
お
電
話
く
だ
さ
い
。
法
務
局
職
員
や
人
権
擁
護
委
員
が
中
心
と

な
っ
て
左
記
の
と
お
り
相
談
に
応
じ
ま
す
。

　相
談
は
無
料
で
秘
密
は
厳
守
さ
れ
ま
す
。

【
期

　間
】８
月
23
日（
水
）〜
８
月
29
日（
火
）

【
時

　間
】平

　
　日
：
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
７
時

　

　
　
　
　土
・
日
曜
日
：
午
前
10
〜
午
後
５
時
ま
で

【
お
問
い
合
わ
せ
】

　町
民
課
戸
籍
係

　有
線
：
３
１

－

５
１
０
８

　電
話
：５
４

－

２
５
１
０

　

　子
ど
も
を
め
ぐ
る
様
々
な
人
権
問
題
の
解
決
を
図
る
た
め
、
松
江
地
方
法
務

局
と
島
根
県
人
権
擁
護
委
員
連
合
会
で
は
い
つ
も
よ
り
相
談
時
間
を
延
長
し
て

全
国
一
斉「
子
ど
も
の
人
権
１
１
０
番
」強
化
週
間

「
子
ど
も
の
人
権
１
１
０
番
」
　

　０
１
２
０

－

０
０
７

－

１
１
０
（
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル
）

しまね分かち合いの会・虹
（自死遺族自助グループ）

　総
務
省
統
計
局
（
島
根
県
・
奥
出
雲
町
）
で
は
、
10
月
１
日
現
在
で
「
令
和

５
年
住
宅
・
土
地
統
計
調
査
」
を
実
施
し
ま
す
。

　こ
の
調
査
は
、
住
生
活
に
関
す
る
最
も
基
本
的
で
重
要
な
調
査
で
、
全
国
３

４
０
万
世
帯
の
方
々
を
対
象
と
し
た
大
規
模
な
調
査
で
す
。

　調
査
を
お
願
い
す
る
世
帯
に
は
、
９
月
下
旬
か
ら
調
査
員
が
調
査
書
類
の
配

布
に
伺
い
ま
す
の
で
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
回
答
の
ほ
か
、
紙
の
調
査
票
を
郵
送

ま
た
は
調
査
員
に
提
出
す
る
方
法
に
よ
り
ご
回
答
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
な

お
、
こ
の
調
査
で
は
、
便
利
な
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
回
答
を
お
す
す
め
し
て
い
ま

す
。
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
、
タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末
に
も
対
応
し
て
い
ま
す
の
で
、
ぜ

ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

【
お
問
い
合
わ
せ
】

　財
政
課
管
財
係

　有
線
：
３
１

－

５
２
４
５

　電
話
：５
４

－

２
５
２
２

令
和
5
年
住
宅・土
地
統
計
調
査
に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す

令和5年度子育て世帯生活支援
特別給付金のご案内

ひとり親世帯（今回の給付金を受取済み）でない方へ

１. 支給対象者（申請が必要な人）

２. 支給額

３. 申請受付期限
５万円児童1人当たり一律

令和6年2月29日（木）
（※令和6年2月生まれの新生児等については3月15日（金）まで）

食品などの物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯を支援するため、特別給付金を
支給します!

令和5年10月1日から消費税の仕入税額控除の方式として、インボイス制度が開始されます。これに
伴い、奥出雲町では次のとおり「適格請求書」を発行します。
【適格請求書発行方法及びお問い合わせ先】

※「適格請求書」の見本は町ホームページをご覧ください。
【インボイス制度に関するお問い合わせ】
インボイスコールセンター　０１２０－２０５－５５３ （受付時間　9：00～17：00　土日祝除く） 

【お問い合わせ】こども家庭支援課　有線：31－5161　電話：54－2504

■令和5年3月31日時点で18歳（障がい児は20歳）未満の児童の養育者で、物価
高騰の影響による家計急変などにより、■令和5年1月1日以降の収入が急変し、
住民税非課税相当の収入となった方（※令和6年2月末までに生まれた新生児等も対象になります。）
※既に令和5年度特別給付金を受給した人を除きます。

子育て世帯生活支援特別給付金奥出雲町HP

国税庁　インボイス国税庁ホームページ

食品などの物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯を支援するため、特別給付金を

令和5年10月1日以降取引分から「適格請求書」を発行します

お問い合わせ

各料金担当課

発行方法会　 計 　名 　称　

請求により発行一 般 会 計

公共下水道事業特別会計
農業集落排水事業特別会計
合併処理浄化槽事業特別会計

水 道 事 業 会 計

奥出雲病院事業特別会計

施設使用料
ごみ持込手数料　等

情報通信使用料

検針票に記載

検針票に記載

請求により発行

請求書に記載

上水道がある場合

下水道のみの場合

ジョーホー奥出雲
（TEL 54-2525）
水　道　課

（TEL 52-2676）

奥出雲病院
（TEL 54-1122）

水　道　課
（TEL 52-2676）

【
お
問
い
合
わ
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】
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